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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第61期

第３四半期
連結累計期間

第62期

第３四半期
連結累計期間

第61期

第３四半期
連結会計期間

第62期

第３四半期
連結会計期間

第61期

会計期間

自　平成22年２
月１日

至　平成22年10
月31日

自　平成23年２
月１日

至　平成23年10
月31日

自　平成22年８
月１日

至　平成22年10
月31日

自　平成23年８
月１日

至　平成23年10
月31日

自　平成22年２
月１日

至　平成23年１
月31日

売上高 （百万円） 16,915 16,044 4,981 4,844 22,343

経常利益又は経常損失
（△）

（百万円） △114 46 △323 △76 △215

四半期純利益又は四半期
（当期）純損失（△）

（百万円） △100 90 △214 △43 △458

純資産額 （百万円） － － 11,419 11,081 11,125

総資産額 （百万円） － － 21,958 21,161 20,903

１株当たり純資産額 （円） － － 533.74 518.04 519.75

１株当たり四半期純利益
金額又は四半期（当期）
純損失金額（△）

（円） △4.71 4.22 △10.05 △2.02 △21.48

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益
金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 51.9 52.3 53.1

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

（百万円） 391 406 － － 120

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

（百万円） △219 △125 － － △150

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

（百万円） △36 285 － － △222

現金及び現金同等物の四
半期末（期末）残高

（百万円） － － 3,351 3,530 2,964

従業員数 （名） － － 1,041 991 1,033

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標の推移については記載しておりま

せん。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第62期第３四半期連結累計期間については

潜在株式がなく、第61期第３四半期連結累計期間及び第61期第３四半期連結会計期間、第62期第３四半期連結

会計期間及び第61期については１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式がないため、記載し

ておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

また、関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成23年10月31日現在

従業員数(名) 991 ［198］

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員であり、１日の労働時間を

８時間として人数換算をしております。

　

(2)　提出会社の状況

平成23年10月31日現在

従業員数(名) 902 ［189］

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員であり、１日の労働時間を８時

間として人数換算をしております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

封筒事業 3,844 △3.6

メーリングサービス事業 391 6.6

その他 247 △25.0

合計 4,483 △4.3

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３　前第３四半期連結会計期間における事業別セグメントと当第３四半期連結会計期間におけるセグメントは同

一であるため、前年同四半期比を記載しております。

　
(2)　受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

封筒事業 4,077 △4.4 990 3.1

メーリングサービス事業 610 8.3 99 5.2

合計 4,687 △2.9 1,089 3.3

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　その他の事業については、子会社が主として見込生産であるため、「受注高」及び「受注残高」の記載を省略

しております。

３　前第３四半期連結会計期間における事業別セグメントと当第３四半期連結会計期間におけるセグメントは同

一であるため、前年同四半期比を記載しております。

　
(3)　販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

封筒事業 3,875 △4.7

メーリングサービス事業 568 6.9

その他 400 4.3

合計 4,844 △2.8

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　前第３四半期連結会計期間における事業別セグメントと当第３四半期連結会計期間におけるセグメントは同

一であるため、前年同四半期比を記載しております。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生はありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませ

ん。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成23年８月25日開催の取締役会において、平成23年11月１日を効力発生日として、当社の

100％連結子会社である株式会社津田イムラを吸収合併することを決議し、平成23年８月25日付で合併契

約書を締結いたしました。

合併契約の詳細につきましては、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（重要な後発事

象）」に記載のとおりであります。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による急激な経済活動の低下を経

て、生産活動は回復に向かいつつあるものの、欧州における債務危機や米国の景気停滞を起因とした円

高の進行など、引き続き厳しい状況で推移いたしました。

当業界におきましては、普通通常郵便物やメール便の総利用通数が大震災を契機に大幅に減少し、第

３四半期に入り減少幅が縮小するものの、前期水準までの回復には至らず、依然として厳しい状況で推

移いたしました。

このような情勢のもと、当社グループはお客様に満足いただける商品やサービスの開発・提供ならび

に新規顧客の開拓に取り組むとともに、生産性の向上ならびに業務の効率化によるコスト削減を推進

し、収益力の改善に努めてまいりました。

しかしながら、封筒事業における需要環境の悪化が予想を上回ったことにより、当第３四半期連結会

計期間の売上高は48億44百万円（前年同期比2.8％減）、営業損失は１億１百万円（前年同期は営業損

失３億65百万円）、経常損失は76百万円（前年同期は経常損失３億23百万円）、四半期純損失は43百万

円（前年同期は純損失２億14百万円）となりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（封筒事業）

販売価格が前年を下回る水準で推移するとともに、金融機関における請求書のハガキ化の影響もあ

り、売上高は38億75百万円（前年同期比4.7％減）となりました。損益面につきましては、労務人件費

の抑制や各種の経費抑制に努めたものの、減収による影響が大きく、営業損失は62百万円（前年同期

は営業損失２億43百万円）となりました。

　

（メーリングサービス事業）

通販向けサービスの拡大などの積極的な営業展開により、売上高は５億68百万円（前年同期比

6.9％増）となりました。損益面につきましては、労務人件費の抑制や各種の経費抑制のほか、前期末

に行った固定資産の減損処理に伴う償却費の負担減も加わり、営業損失は22百万円（前年同期は営業

損失80百万円）となりました。
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（その他）

依然として需要環境が全般的に低調に推移いたしましたが、各子会社において新規顧客の開拓に注

力し、また、コスト削減に努めました結果、売上高は４億円（前年同期比4.3％増）、営業損失は16百万

円（前年同期は営業損失43百万円）となりました。

　

(2)　財政状態の分析

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億58百万円増加して211億61

百万円となりました。これは主に、現金及び預金などの流動資産が増加した一方で、有形固定資産が減

少したことなどによるものであります。

　

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ３億１百万円増加して100億80百

万円となりました。これは主に、短期借入金などの流動負債が減少した一方で、長期借入金などの固定

負債が増加したことによるものであります。

　

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ43百万円減少して110億81百万

円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金の減少などによるものであります。

なお、自己資本比率は52.3％となりました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結会

計期間末に比べ78百万円減少して35億30百万円（前年同期比5.3％増）となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の支出は１億78百万円（前年同期は３億51百万円の収入）となりました。これ

は主に、資金の増加要因として減価償却費１億79百万円、売上債権の減少額１億４百万円、資金の減少

要因としてたな卸資産の増加額１億39百万円、仕入債務の減少額４億３百万円などによるものであり

ます。

　
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の収入は７百万円（前年同期比96.4％減）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出１億39百万円、信託受益権の減少額１億38百万円、敷金及び保証金の回収に

よる収入12百万円などによるものであります。

　
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の収入は92百万円（前年同期は１億59百万円の支出）となりました。これは主

に、長期借入金の純増加額１億２百万円などによるものであります。

　

EDINET提出書類

株式会社イムラ封筒(E00688)

四半期報告書

 6/32



　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）の事業上及び財務上

の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

　
(5)　研究開発活動

当社の研究開発活動は、既存の設備、製品の改良にかかる経常的な活動であるため、研究開発費の金額

は記載しておりません。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新

設、除却等について、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 76,000,000

計 76,000,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成23年10月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成23年12月13日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 21,458,740 21,458,740

東京証券取引所
（市場第二部）
大阪証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株
であります。

計 21,458,740 21,458,740－ －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成23年８月１日～
平成23年10月31日

― 21,458,740 ― 1,197 ― 1,363

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の状況は把握して

おりません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載

することができませんので、直前の基準日である平成23年７月31日の株主名簿により記載しておりま

す。

①　【発行済株式】

平成23年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 101,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,341,00021,341 －

単元未満株式 普通株式 16,740 － －

発行済株式総数 　 21,458,740－ －

総株主の議決権 　 － 21,341 －

(注)１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権1個）含まれ

ております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式533株が含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成23年７月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

株式会社イムラ封筒
大阪市中央区内本町
二丁目１番13号

101,000 － 101,000 0.47

計 － 101,000 － 101,000 0.47

　
２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成23年

２月
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高(円) 191 176 178 180 179 179 173 170 172

最低(円) 170 141 160 170 170 162 156 155 153

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　
３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役

製造本部長

常務取締役

製造本部長兼製造部長
山田　秀和 平成23年７月16日
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第５ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年８月１日から平成22年10月31日まで）及び前第３四半期連

結累計期間（平成22年２月１日から平成22年10月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第３四半期連結会計期間（平成23年８月１日から平成23年10月31日まで）及び当第３四半期連結累

計期間（平成23年２月１日から平成23年10月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年８月

１日から平成22年10月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成22年２月１日から平成22年10月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年８月１日から平成23年10

月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成23年２月１日から平成23年10月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年10月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,690 3,118

受取手形及び売掛金 ※3
 3,695 3,765

商品及び製品 480 486

仕掛品 250 195

原材料及び貯蔵品 546 490

その他 1,446 1,606

貸倒引当金 △19 △20

流動資産合計 10,090 9,644

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,914 2,001

機械装置及び運搬具（純額） 1,909 2,152

土地 4,303 4,303

その他（純額） 293 217

有形固定資産合計 ※1
 8,420

※1
 8,674

無形固定資産

その他 82 60

無形固定資産合計 82 60

投資その他の資産

投資有価証券 1,338 1,409

その他 1,251 1,170

貸倒引当金 △21 △54

投資その他の資産合計 2,568 2,524

固定資産合計 11,070 11,259

資産合計 21,161 20,903
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年10月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,897 3,055

短期借入金 1,700 1,935

1年内返済予定の長期借入金 951 1,367

未払法人税等 28 46

賞与引当金 467 411

その他 1,006 906

流動負債合計 7,050 7,722

固定負債

長期借入金 1,532 532

退職給付引当金 105 957

役員退職慰労引当金 404 392

資産除去債務 97 －

その他 889 172

固定負債合計 3,029 2,055

負債合計 10,080 9,778

純資産の部

株主資本

資本金 1,197 1,197

資本剰余金 1,363 1,363

利益剰余金 8,496 8,491

自己株式 △25 △25

株主資本合計 11,031 11,027

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 32 73

評価・換算差額等合計 32 73

少数株主持分 17 24

純資産合計 11,081 11,125

負債純資産合計 21,161 20,903
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
　至 平成22年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年２月１日
　至 平成23年10月31日)

売上高 16,915 16,044

売上原価 13,573 12,788

売上総利益 3,342 3,255

販売費及び一般管理費 ※1
 3,570

※1
 3,311

営業損失（△） △228 △55

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 13 21

持分法による投資利益 37 －

助成金収入 43 44

その他 63 71

営業外収益合計 160 140

営業外費用

支払利息 32 30

デリバティブ評価損 7 2

その他 5 6

営業外費用合計 46 39

経常利益又は経常損失（△） △114 46

特別利益

貸倒引当金戻入額 3 4

ゴルフ会員権売却益 － 2

確定拠出年金移行差益 － 186

特別利益合計 3 192

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 8 12

減損損失 4 －

投資有価証券売却損 5 －

投資有価証券評価損 64 －

災害による損失 － 21

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 83

特別損失合計 84 117

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△195 121

法人税、住民税及び事業税 70 22

法人税等調整額 △162 15

法人税等合計 △91 38

少数株主損益調整前四半期純利益 － 83

少数株主損失（△） △3 △6

四半期純利益又は四半期純損失（△） △100 90
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年８月１日
　至 平成22年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年８月１日
　至 平成23年10月31日)

売上高 4,981 4,844

売上原価 4,192 3,902

売上総利益 789 941

販売費及び一般管理費 ※1
 1,155

※1
 1,043

営業損失（△） △365 △101

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

助成金収入 27 18

保険返戻金 13 －

その他 18 18

営業外収益合計 61 37

営業外費用

支払利息 10 10

デリバティブ評価損 6 1

その他 1 1

営業外費用合計 19 13

経常損失（△） △323 △76

特別利益

貸倒引当金戻入額 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 2 0

減損損失 4 －

投資有価証券売却損 5 －

投資有価証券評価損 3 －

災害による損失 － 2

特別損失合計 15 3

税金等調整前四半期純損失（△） △338 △80

法人税、住民税及び事業税 4 5

法人税等調整額 △125 △40

法人税等合計 △121 △35

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △44

少数株主損失（△） △2 △1

四半期純損失（△） △214 △43
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
　至 平成22年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年２月１日
　至 平成23年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△195 121

減価償却費 597 529

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 83

減損損失 4 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △34

賞与引当金の増減額（△は減少） 242 55

退職給付引当金の増減額（△は減少） 128 △851

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16 11

受取利息及び受取配当金 △15 △24

デリバティブ評価損益（△は益） 7 2

持分法による投資損益（△は益） △37 －

投資有価証券売却損益（△は益） 5 －

投資有価証券評価損益（△は益） 64 －

支払利息 32 30

固定資産除却損 8 12

売上債権の増減額（△は増加） △424 91

たな卸資産の増減額（△は増加） 9 △105

仕入債務の増減額（△は減少） △63 △157

長期未払金の増減額（△は減少） － 698

その他 43 △18

小計 421 443

利息及び配当金の受取額 44 24

利息の支払額 △32 △30

法人税等の還付額 － 8

法人税等の支払額 △42 △39

営業活動によるキャッシュ・フロー 391 406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △412 △287

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △7 △42

投資有価証券の取得による支出 △49 △1

投資有価証券の償還による収入 8 1

関係会社株式の売却による収入 136 －

貸付けによる支出 △1 △0

貸付金の回収による収入 0 0

定期預金の増減額（△は増加） 2 △8

信託受益権の増減額（△は増加） 86 149

敷金及び保証金の回収による収入 － 60

その他 16 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △219 △125
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
　至 平成22年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年２月１日
　至 平成23年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △70 △235

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △18 △23

長期借入れによる収入 800 1,850

長期借入金の返済による支出 △662 △1,267

セール・アンド・リースバックによる収入 － 46

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △85 △84

少数株主への配当金の支払額 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △36 285

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134 566

現金及び現金同等物の期首残高 3,216 2,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,351

※1
 3,530
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年８月１日　至　平成23年10月31日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

項目
当第３四半期連結累計期間

（自　平成23年２月１日　至　平成23年10月31日）

会計処理基準に関する事項の変更 １　「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成

20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ１百万円、税金等調整

前四半期純利益は84百万円減少しております。また、当会計基準等の

適用開始による資産除去債務の変動額は96百万円であります。

 
２　「企業結合に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企

業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「「研究開発

費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20

年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第

７号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計

基準第16号　平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針

第10号　平成20年12月26日）を適用しております。

　

【表示方法の変更】

　

当第３四半期連結累計期間

（自　平成23年２月１日　至　平成23年10月31日）

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当

第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「敷金及び保証金の回収による収入」は、重要性が増加したため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記してお

ります。なお、前第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「敷金及び

保証金の回収による収入」は３百万円であります。

 

　

当第３四半期連結会計期間

（自　平成23年８月１日　至　平成23年10月31日）

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当

第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目を表示しております。

 

【簡便な会計処理】
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当第３四半期連結累計期間

（自　平成23年２月１日　至　平成23年10月31日）

１　棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の子会社を除いて実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿

価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う

方法によっております。

 
２　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。

 
　
　

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間（自　平成23年２月１日　至　平成23年10月31日）

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成23年２月１日　至　平成23年10月31日)

退職給付引当金

当社は、平成23年２月１日付で確定給付型企業年金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行いたしました。

この移行に伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号　平成14年１月31

日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号　平成14年３月29

日）を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行い、特別利益として186

百万円を計上しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　　

当第３四半期連結会計期間末

(平成23年10月31日)

前連結会計年度末

(平成23年１月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 23,157百万円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 22,745百万円

 

２　保証債務 ２　保証債務

(1) 従業員の住宅取得に基づく金融機関からの借
入金に対して、次のとおり保証を行っておりま
す。

　 0百万円

(2) 下記の会社に対して、手形債権売却に伴う買戻
し義務があります。　

ファンタスティック・
ファンディング・コーポ
レーション

228百万円

 

(1) 従業員の住宅取得に基づく金融機関からの借
入金に対して、次のとおり保証を行っておりま
す。

　 5百万円

(2) 下記の会社に対して、手形債権売却に伴う買戻
し義務があります。　

ファンタスティック・
ファンディング・コーポ
レーション

245百万円

 

※３　手形割引高

受取手形割引高 14百万円

 

―

 

　 　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　

前第３四半期連結累計期間

(自　平成22年２月１日

　至　平成22年10月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成23年２月１日

　至　平成23年10月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与 1,293百万円

賞与引当金繰入額 272百万円

退職給付費用 162百万円

役員退職慰労引当金繰入額 19百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

 

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与 1,255百万円

賞与引当金繰入額 178百万円

退職給付費用 131百万円

役員退職慰労引当金繰入額 21百万円

貸倒引当金繰入額 12百万円

 
　 　

　

第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間

(自　平成22年８月１日

　至　平成22年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成23年８月１日

　至　平成23年10月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与 420百万円

賞与引当金繰入額 93百万円

退職給付費用 53百万円

役員退職慰労引当金繰入額 6百万円

 

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与 415百万円

賞与引当金繰入額 28百万円

退職給付費用 44百万円

役員退職慰労引当金繰入額 7百万円

貸倒引当金繰入額 11百万円

 
　 　

　

EDINET提出書類

株式会社イムラ封筒(E00688)

四半期報告書

20/32



　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間

(自　平成22年２月１日

　至　平成22年10月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成23年２月１日

　至　平成23年10月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関
係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関
係

　（平成22年10月31日現在）

現金及び預金 3,523百万円

預入期間が３か月を超
える定期性預金

△171百万円

現金及び現金同等物 3,351百万円

 

　（平成23年10月31日現在）

現金及び預金 3,690百万円

預入期間が３か月を超
える定期性預金

△159百万円

現金及び現金同等物 3,530百万円

 
　 　

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成23年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成23年２月

１日　至　平成23年10月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期

連結会計期間末

　普通株式（株） 21,458,740

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期

連結会計期間末

　普通株式（株） 101,533

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年４月27日
定時株主総会

普通株式 42 2.00平成23年１月31日平成23年４月28日利益剰余金

平成23年９月９日
取締役会

普通株式 42 2.00平成23年７月31日平成23年10月７日利益剰余金

　

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日）

　

　
封筒事業

(百万円)

メーリング
サービス事業

(百万円)

その他の事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 4,066 531 384 4,981 － 4,981

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

117 － 29 147 (147) －

計 4,184 531 414 5,129 (147) 4,981

営業損失(△) △243 △80 △43 △368 2 △365

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 封筒事業

長形封筒、角形封筒、洋形封筒、窓付き封筒等の各種封筒の製造及び販売

(2) メーリングサービス事業

ダイレクトメールの企画、製作、封入発送代行

冊子類及び各種販売促進用商品等の封入発送

データプリントサービス

(3) その他の事業

コンピュータ及び周辺機器類の販売

ソフトウェアの開発

医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売

不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入

機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売

　
前第３四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年10月31日）

　　

　
封筒事業

(百万円)

メーリング
サービス事業

(百万円)

その他の事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 13,851 1,745 1,318 16,915 － 16,915

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

394 － 117 511 (511) －

計 14,245 1,745 1,435 17,426 (511) 16,915

営業損失(△) △8 △161 △58 △228 0 △228

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 封筒事業

長形封筒、角形封筒、洋形封筒、窓付き封筒等の各種封筒の製造及び販売

(2) メーリングサービス事業

ダイレクトメールの企画、製作、封入発送代行

冊子類及び各種販売促進用商品等の封入発送

データプリントサービス

(3) その他の事業

コンピュータ及び周辺機器類の販売

ソフトウェアの開発

医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売

不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入

機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日）　

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　
前第３四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年10月31日）　

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年８月１日　至　平成22年10月31日）　

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年10月31日）　

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

　（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。

当社グループは、各種封筒の製造販売事業並びにダイレクトメール等の発送代行事業を主要な事業とし

て、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、

当社グループは「封筒事業」及び「メーリングサービス事業」の２つを報告セグメントとしておりま

す。

各報告セグメントの主な事業内容は、次のとおりであります。

(1) 封筒事業

長形封筒、角形封筒、洋形封筒、窓付き封筒等の各種封筒の製造及び販売

(2) メーリングサービス事業

ダイレクトメールの企画、製作、封入発送代行

冊子類及び各種販売促進用商品等の封入発送

データプリントサービス

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自  平成23年２月１日  至  平成23年10月31日）

（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３封筒事業

メーリング
サービス
事業

計

売上高 　 　 　
　

　 　 　

  外部顧客への売上高 12,9791,80414,7841,26016,044 － 16,044

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

338 － 338 112 451 △451 －

計 13,3181,80415,1221,37216,495△451 16,044

セグメント利益又は損失（△） 67 △71 △3 △54 △58 2 △55

(注) １  その他には、以下の事業が含まれております。

コンピュータ及び周辺機器類の販売、ソフトウエアの開発

医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売

不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入

機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売

２  セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

３  セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第３四半期連結会計期間（自  平成23年８月１日  至  平成23年10月31日）

（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３封筒事業

メーリング
サービス
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,875 568 4,443 400 4,844 － 4,844

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

96 － 96 35 132 △132 －

計 3,972 568 4,540 436 4,976△132 4,844

セグメント損失（△） △62 △22 △84 △16 △101 0 △101

(注) １  その他には、以下の事業が含まれております。

コンピュータ及び周辺機器類の販売、ソフトウエアの開発

医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売

不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入

機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売

２  セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

３  セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３  報告セグメントごとの資産に関する情報

該当事項はありません。

　

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

(金融商品関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成23年10月31日）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい変動が

認められません。

　

(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成23年10月31日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい変動は

認められません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成23年10月31日）

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年８月１日　至　平成23年10月31日）

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年８月１日　至　平成23年10月31日）

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成23年10月31日）

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、第１四半期連結会計期間の期首における

残高と比べて著しい変動が認められません。

　

(賃貸等不動産関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成23年10月31日）

賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい変

動が認められません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　

当第３四半期連結会計期間末

(平成23年10月31日)

前連結会計年度末

(平成23年１月31日)

　

　 518円04銭

　

　

　 519円75銭

　
　 　

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末

(平成23年10月31日)

前連結会計年度末

(平成23年１月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 11,081 11,125

普通株式に係る純資産額（百万円） 11,063 11,100

差額の主な内訳 　 　

少数株主持分（百万円） 17 24

普通株式の発行済株式数（株） 21,458,740 21,458,740

普通株式の自己株式数（株） 101,533 100,563

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

21,357,207 21,358,177
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２　１株当たり四半期純利益金額等

第３四半期連結累計期間

　

前第３四半期連結累計期間

(自　平成22年２月１日

　至　平成22年10月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成23年２月１日

　至　平成23年10月31日)

 

１株当たり四半期純損失金額 △4円71銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益金額 4円22銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。

　 　

　

(注)　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

の算定上の基礎

項目

前第３四半期連結累計期間

(自　平成22年２月１日

　至　平成22年10月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成23年２月１日

　至　平成23年10月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半期
純損失（△）（百万円）

△100 90

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）（百万円）

△100 90

普通株式の期中平均株式数（株） 21,359,640 21,357,498

　

第３四半期連結会計期間

　　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年８月１日
　至　平成22年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年８月１日
　至　平成23年10月31日)

 

１株当たり四半期純損失金額 △10円05銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純損失金額 △2円02銭

同左

　 　

　

(注)　１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年８月１日
　至　平成22年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年８月１日
　至　平成23年10月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)
（百万円）

△214 △43

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失(△)（百万円） △214 △43

普通株式の期中平均株式数（株） 21,359,163 21,357,207
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(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年８月１日　至　平成23年10月31日）

連結子会社の吸収合併

当社は、平成23年８月25日開催の取締役会議に基づき、平成23年11月１日に当社の100％連結子会社であ

る株式会社津田イムラを吸収合併いたしました。

　
１ 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の

目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

①結合当事企業の名称

株式会社津田イムラ

②事業の内容

封筒・袋類の販売、事務用品・印刷物の販売

(2) 企業結合日

平成23年11月１日

(3) 企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社津田イムラは解散いたしました。

(4) 結合後企業の名称

株式会社イムラ封筒

(5) 取引の目的を含む取引の概要

株式会社津田イムラは、中部地区における当社の販売子会社として営業活動を展開しておりました。こ

の度、当社は経営資源の効率化並びに販売部門と製造部門の連携強化を目的として、同社を吸収合併い

たしました。

　

２ 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づ

き、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。

　

(リース取引関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年８月１日　至　平成23年10月31日）

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりますが、当第３四半期連結会計期間末におけるリー

ス取引残高は、前連結会計年度末と比べて著しい変動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社イムラ封筒(E00688)

四半期報告書

28/32



　

２ 【その他】

中間配当

平成23年９月９日開催の取締役会において、当社定款第39条の規定に基づき、平成23年７月31日における

最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、第62期（平成23年２月１日から平

成24年１月31日まで）の中間配当を次のとおり行うことを決議し、配当を行いました。

(1) 中間配当金総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42百万円

(2) １株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　２円

(3) 支払請求権の効力発生日ならびに支払開始日　　平成23年10月７日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２２年１２月８日

株式会社イムラ封筒

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　  公認会計士   佐 々 木　  健　  次  　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    市    裕    之    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社イムラ封筒の平成２２年２月１日から平成２３年１月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間（平成２２年８月１日から平成２２年１０月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２２年

２月１日から平成２２年１０月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、

四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イムラ封筒及び連結子会社の平成２

２年１０月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計

期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２３年１２月９日

株式会社イムラ封筒

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐 々 木    健  　次    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    市    裕    之    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社イムラ封筒の平成２３年２月１日から平成２４年１月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間(平成２３年８月１日から平成２３年１０月３１日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成２３年２

月１日から平成２３年１０月３１日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イムラ封筒及び連結子会社の平成２

３年１０月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計

期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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